
 

 

  

 

 

 

《オミクロン株対応ワクチン接種について》 
 

オミクロン株対応ワクチンの接種を10月～3月の期間に実施しています。対象は、2回

目接種を完了した 12 歳以上の方です。接種を希望する方は、接種券が届いた方から予

約の上、接種してください。 

なお、これまで2年間、年末年始に新型コロナウイルスは流行しています。このため、12

月末までに重症化リスクの高い高齢者等はもとより、若い方にもオミクロン株対応ワクチ

ンによる接種を完了するようお勧めします。 

 

◆接種間隔 
  10月 21日より、接種間隔が短縮されました。 

  最終接種日から3か月経過すればオミクロン株対応ワクチン接種が可能です。 
 

◆オミクロン株対応ワクチンを接種する上での注意事項 

 ●現時点で、オミクロン株対応ワクチンは 1人につき 1回のみ接種となります。 

 ●3・４回目接種券が一度発行された方で、接種がお済でない方にもあらためて接

種券を送付します。接種時期によっては、接種券が二重にお手元にある方、また、

既に終了した回数分の接種券が届く場合があります。いずれの場合も重複して

の接種はできませんので、不要な接種券はご自身で廃棄してください。 

 ●【転入された方】最終接種日が転入日前の場合、接種券が届きませんので、接種

を希望する場合は、健康福祉課（024-582-1133）までご連絡ください。 

 

◆１・２回接種について 

 ●これから１・２回目接種を希望される方は、健康福祉課までご相談ください。 

 （※オミクロン株対応ワクチンは、１・２回目接種に使用できません。） 
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《生後 6か月～４歳の方の接種について》 
  
◆１・２・３回目接種について 

● 生後 6 か月～4 歳児を対象に、１・２・３回目接種の案内を送付していま

す。 

●3月までに 3回接種を行うためには、令和 5年 1月 12日までに 1回目を行

う必要があります。早めに計画を立て予約してください。 

 ●接種会場は、公立藤田総合病院です。 

 

 

《５歳～１１歳の方の接種について》 
 

◆３回目接種について 

 2回目接種から５か月経過した方を対象に 3回目接種を実施しています。2回

目接種日に応じて接種券を順次発送していますので、届きましたら予約を行って

ください。 

  ※１２歳に到達した場合は、１２歳以上のオミクロン株対応ワクチンでの接種

となりますので、予約の際、よく確認してください。 

 

◆１・２回目接種について 

● 5 歳の誕生日を迎える方を対象に、１・２回目接種の案内を順次送付しま 

す。接種券がお手元に届きましたら予約を行ってください。 

 ●５～１１歳の方を対象とした新型コロナワクチン接種が、予防接種法上の 

「努力義務」の適用対象となりました。まだ接種がお済でない方についても、

この機会にぜひ接種についてご検討ください。接種券がない場合は、健康福

祉課までご連絡ください。 

 

 

 
 

【問合せ先 健康福祉課 健康増進係 ℡024-582-1133】 
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